
別紙３

法定選挙運動費用　＝ ×人数割額＋固定額

　　　公職選挙法第194条
　　　公職選挙法施行令第127条

登録者数

議員定数

357,352
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92,535

4

59,612

3

27,163

2

50,949

3

42,141

2

27,172

2

55,696

3

25,261

2

23,730

1

20,500

1

23,692

2

19,128

1

高松市選挙区 ×

丸亀市選挙区 ×

83 円

83 円 円＝ 5,820,200 円

＋ 3,900,000 円＝ 5,877,400 円

円

坂出市選挙区 × 83 円

＝

＋ 3,900,000 円＝

円＝

5,549,300 円

善通寺市選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円＝

5,027,300 円

観音寺市選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円＝

5,309,600 円

さぬき市選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円＝

5,648,900 円

東かがわ市選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円＝

5,027,700 円

三豊市選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円＝

5,441,000 円

小豆郡選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円＝

4,948,400 円

木田郡選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円＝

5,869,600 円

綾歌郡選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

仲多度郡第一選挙区 × 83 円＋ 3,900,000

円 円

選　挙　区　名 × ＋ ＝

4,883,300

＝

5,601,500 円

× 83

選挙時登録日現在選挙人名簿登録者数

当該選挙区内の議員の定数　　　　　

円＋ 3,900,000

＋ 3,900,000

（百円未満の端数は百円とする。）

平成31年４月７日執行香川県議会議員選挙における選挙運動に関する

支出金額の制限額（法定選挙運動費用）について　　　　　　　　　

人数割額 固 定 額
 法 定 選 挙

 運 動 費 用

5,487,700

円

仲多度郡第二選挙区


